
部 課

①

②

③

基準
規定

森林法

設定の有無 当初設定日

不利益処分に係る処分基準　個票

備考

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度の運用について(昭和49年10月31日49林野計479)

標準処理
期間

聴聞等 弁明の機会の付与

設定の有無

期間

当初設定日 最終更新日

処分基準

根拠
規定

4183003 処分名 伐採計画の変更命令処分ID

森林法 第10条の9第1項

区分
不利益処分・法
令

処分権者 市長

担当
部署

非公開該当

産業振興部 農林水産課

最終更新日

第10条の8第1項，第10条の9第1項

平成29年9月6日

別紙『伐採及び伐採後の造林の届出等の制度の運用について(昭和49年10月31日49林野計第
479号)』による

未設定理由

平成26年3月1日有



部 課

①

②

③

基準
規定

森林法

設定の有無 当初設定日

不利益処分に係る処分基準　個票

備考

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度の運用について(昭和49年10月31日49林野計479)

標準処理
期間

聴聞等 弁明の機会の付与

設定の有無

期間

当初設定日 最終更新日

処分基準

根拠
規定

4183004 処分名 伐採計画の遵守命令処分ID

森林法 第10条の9第3項

区分
不利益処分・法
令

処分権者 市長

担当
部署

非公開該当

産業振興部 農林水産課

最終更新日

第10条の8第1項，第10条の9第3項

平成29年9月6日

別紙『伐採及び伐採後の造林の届出等の制度の運用について(昭和49年10月31日49林野計第
479号)』による

未設定理由

平成26年3月1日有



部 課

①

②

③

基準
規定

森林法

設定の有無 当初設定日

不利益処分に係る処分基準　個票

備考

森林経営計画制度運営要領（平成24年3月26日23林整計第230号）

標準処理
期間

聴聞等 聴聞

設定の有無

期間

当初設定日 最終更新日

処分基準

根拠
規定

4183007 処分名 森林経営計画の認定の取消し処分ID

森林法 第16条

区分
不利益処分・法
令

処分権者 市長

担当
部署

非公開該当

産業振興部 農林水産課

最終更新日

第16条

○森林経営計画制度運営要領（平成２４年３月２６日２３林整計第２３０号）
最終改正（平成２６年３月１８日付け２５林整計第８７号）
７　認定の取消し
(1) 法第１６条の認定の取消しは，森林経営計画制度の実効性を確保するための最終的な措置
であるから，努めてそのような事態が発生しないよう事前の指導に万全を期すことする。
(2) 法第１６条各号に該当する場合であっても，その後の森林経営計画の実行が明らかに確保
されると認められる場合には，取消しを行わず，計画的な森林の施業及び保護の推進が図られ
るよう指導することとする。
(3) (1)及び(2)の指導にもかかわらず，当該森林経営計画の実行が確保されると認められない場
合には、厳正に認定の取消し処分を行うものとする。
(4) 認定の取消しの効果は，認定が取り消された以降，認定森林所有者等が課せられていた義
務が消滅し，免除されていた義務が復活することとなることである。
なお，認定の取消しを受けた場合には、租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３０条の２
第５項の規定により，取り消された森林経営計画の始期に遡って同法に基づく森林経営計画に
係る特例措置が不適用となるなど，当該措置の適用時に遡って優遇措置が不適用となる場合
がある旨をあらかじめ認定森林所有者等に周知するよう努めることとする。

未設定理由

平成26年3月1日有



部 課

①

②

③

基準
規定

農業経営基盤強化促進法

農業経営基盤強化促進法施行令

農業経営基盤強化促進法施行規則

設定の有無 当初設定日

不利益処分に係る処分基準　個票

備考

標準処理
期間

聴聞等 聴聞

設定の有無

期間

当初設定日 最終更新日

処分基準

根拠
規定

4183012 処分名 農用地利用規程の認定の取消し処分ID

農業経営基盤強化促進法 第24条第3項

区分
不利益処分・法
令

処分権者 市長

担当
部署

非公開該当

産業振興部 農林水産課

最終更新日

第24条第3項

第13条

第22条

平成30年10月31日

市は、農用地利用規程の認定を受けた団体（以下「認定団体」という。）が以下の(1)から(3)のい
ずれかに該当すると認められる場合は、認定を取り消すことができる。
(1) 認定に係る農用地利用規程（規程の変更の認定又は届出があったときは、その変更後のも
の）に従って農用地利用改善事業を行っていないとき。
(2) 認定団体が法第２３条第１項に規定する団体でなくなったとき。
(3) 法第６条第５項の規定による基本構想の変更により農用地利用規程（規程の変更の認定又
は届出があったときは、その変更後のもの）が法第２３条第３項第１号に掲げる要件に該当しな
くなった場合において、認定団体が遅滞なく農用地利用規程について変更の認定を受けなかっ
たとき（地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更を除く。）。

未設定理由

平成30年10月31日有
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